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中野市納税通知書用封筒広告掲載取扱要領  

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、中野市広告掲載実施要綱（平成 19年中野市告示第 75号。以下

「要綱」という。）の規定に基づき作成する中野市納税通知書用封筒（以下「封

筒」という。）への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。  

 （広告の規格等） 

第２条 広告の規格、掲載位置等は、別表のとおりとする。  

（広告の掲載期間）  

第３条 広告の掲載期間は、市長が別に通知する期間とする。  

 （広告の対象制限）  

第４条 広告の対象制限は、別表のとおりとする。  

（広告の募集方法）  

第５条 広告の募集は、広報なかの、市のホームページ等で募集するものとする。  

２ 市長は、広告を募集するに当たり、広告主になり得るものに対し、広告の掲載案

内をすることができる。  

（広告の掲載申込み）  

第６条 広告の掲載を希望するものは、市長が指定する期日までに、中野市納税通知

書用封筒広告掲載申込書（様式第１号）により市長に申し込むものとする。  

 （広告の掲載決定）  

第７条 市長は、前条の規定により申し込まれた広告について、要綱及びこの要領に

適合しているか否かを審査の上、掲載について決定するものとする。  

２ 広告の掲載が可能な枠数を超える広告掲載の申込があった場合は、次に掲げる順

位により決定する。  

 ⑴ 公共性が高く、市内に事業所等を有する者に係る広告  

 ⑵ 市内に事業所等を有する者に係る広告  

 ⑶ 前２号以外の広告  

３ 前項の規定によっても広告の掲載が可能な枠数を超える場合は、市長が定める方

法により決定する。  

４ 市長は、前３項の規定により広告の掲載を決定したときは、中野市納税通知書用
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封筒広告掲載（不掲載）決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するもの

とする。  

 （広告の原稿作成等） 

第８条 前条第４項の規定により決定通知を受けた広告主は、作成した広告原稿の電

子データを市長が指定した日までに提出する。  

２ 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとす

る。 

 （広告料）  

第９条 広告料は、別表のとおりとする。  

 （広告料の納付）  

第10条 広告料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。  

 （広告の掲載決定の取消し等） 

第11条 市長は、要綱第７条各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告掲載期

間中であっても、掲載した広告の掲載決定を取り消すことができる。  

２ 前項の規定による広告の掲載決定の取消し等により広告主に損害が生じても、市

長は、その賠償の責めを負わない。  

３ 第１項の規定により広告の掲載決定を取消したときは、広告主は作成した封筒の

在庫相当分の枚数の封筒を改めて作成するに要する経費を負担するものとする。  

 （広告の掲載取下げ）  

第12条 広告主は、自己の都合により、掲載中の広告の掲載を取り下げることができ

る。 

２ 広告主は、前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、書面により市長へ

申し出なければならない。  

３ 広告主は、第１項の規定により広告の掲載を取り下げたときは、作成した封筒の

在庫相当分の枚数の封筒を改めて作成するに要する経費を負担するものとする。  

附 則 

この要領は、平成19年12月18日から施行する。  

   附 則（平成 20年10月17日改正）  

 （施行期日）  

１ この要領は、平成 20年10月17日から施行する。  
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 （経過措置）  

２ この要領による改正後の中野市納税通知書用封筒広告掲載取扱要領の規定は、平

成 21年度以後の年度分の納税通知書用封筒について適用し、平成 20年度分につい

ては、なお従前の例によるものとする。  

   附 則（平成 22年11月30日改正）  

 （施行期日）  

１ この要領は、平成 22年11月30日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要領による改正後の中野市納税通知書用封筒広告掲載取扱要領の規定は、平

成 23年度以後の年度分に使用する封筒について適用し、平成 22年度分については、

なお従前の例によるものとする。  

 附 則（平成26年10月１日改正）  

 （施行期日）  

１ この要領は、平成 26年10月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要領による改正後の中野市納税通知書用封筒広告掲載取扱要領の規定は、平

成 27年度以後の年度分に使用する封筒について適用し、平成 26年度分については、

なお従前の例によるものとする。  


